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議　事　日　程 

 
出席構成員

 

 東かがわ市教育長 松浦　隆夫

 

委員

水口　　実

 久保田　富恵

 安冨　安代

 
欠席構成員

 

 委員（教育長職務代理者） 山本　勝博

 
説明のため会議に出席した者の職氏名

 

 教育部長 中川　晃代 保育教育課　副主幹 松村　行洋

 教育総務課長 木村　靖

 生涯学習課長 長町　秀和

 保育教育課長 川北　早織

 教育総務課　主幹 安本　薫

 教育総務課　副主幹 川端　真弓

 教育総務課　副主幹 山崎　史暁

 
職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

 
教育総務課長 木村　靖

 
会議録署名人

 
教育長　松浦　隆夫　　水口　委員

 
事務局担当書記 教育総務課長　木村　靖

 【特記事項】　傍聴人：０人
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日程第１ 会議録署名委員の指名について

 
日程第２ 会期の決定について

 
日程第３ 令和７年第８回（定例会）東かがわ市教育委員会会議録の承認について

 
日程第４ 教育長報告

 
日程第５ 議案 第１号

令和７年９月議会定例会提出「令和７年度教育関係補正予算」につ
いて

 
日程第６ 議案 第２号

令和７年度（令和６年度対象）東かがわ市教育委員会の事務の点検

及び評価について

 
日程第７ 協議 第１号

東かがわ市立学校におけるハラスメントの防止等に関する規則の制

定について

 
日程第８ 報告 第１号 区域外就学者の報告について　（非公開）
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【議　事　内　容】 
 
 

（午後　４時００分　開会） 
 
■日程第１　会議録署名委員の指名について 
　教育長が、本会議の会議規則第６条の規定に基づき、松浦教育長と委員の中から１名、

水口委員を指名する。 
 
■日程第２　会期の決定について 
　教育長から、本会議の会期について１日でよいか意見を求める。 
<質疑> 
○　委員　　１日で了承。 
 
■日程第３　令和７年第８回（定例会）東かがわ市教育委員会会議録の承認について 
　教育総務課　木村課長から会議録について説明。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第４　教育長報告 
　松浦教育長から、８月に出席した行事や今後の予定等について報告し、質疑を求める。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第５　議案　第１号　令和７年９月議会定例会提出「令和７年度教育関係補正予算」

について 
教育総務課　木村課長、保育教育課　松村副主幹が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第６　議案　第２号　令和７年度（令和６年度対象）東かがわ市教育委員会の事務

の点検及び評価について 
教育総務課　川端副主幹が説明。 

<質疑> 
 ○　久保田委員 ３３ページの外国に親しむ事業の実施内容に就学全施設５箇所

とあるのですが、私立を含めると全部で６箇所になるのですが、
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■日程第７　協議　第１号　東かがわ市立学校におけるハラスメントの防止等に関する規

則の制定について 
教育総務課　安本主幹が説明。 

<質疑> 

 
■日程第８については非公開とする。 
 

 これはどこかの就学前施設が入っていないのですか。

 ○　川北課長 東かがわこどもアカデミーさんが独自で事業をされていますの

で、市の実績としては５箇所となっています。

 ○　水口委員 こども園は含まれないのですか。

 ○　教育長 こども園については市長部局の規則での対応になります。

 ○　水口委員 第２条の（２）は「言動を行うこと。」となっているのですが、（３）

については「言動等を行うこと。」となっています。 
「言動」に統一した方がよいのではないかと思います。

 ○　久保田委員 第４条で監督者は、「調査への協力」となっているのですが、校

長自身が主となって調査をするのであれば「協力」という表現は

違う感じがします。

 ○　久保田委員 第８条で、苦情の申し出及び相談が「教職員からなされた」とあ

るのですが、保護者からされることもありますから「教職員等か

らなされた」とした方がよいのではないかと思います。

 ○　安本主幹 検討して再提案します。

 　 　
午後　６時００分　閉会

　 　

 　 　 　 　


